
男女共同参画の推進に関する事業の進捗状況評価シート（令和６年度）

基本目標１　【男女共同参画社会の実現と多様性の尊重に向けた意識づくり】
１－１　男女共同参画に関する教育・啓発や意識の醸成
１－１－①　男女共同参画に関する教育・啓発の推進

男女共
同参画
の推進に
資する市
民講座
の開催

男女共同参画について
の学習機会を提供し、
地域での男女共同参画
を進める。
男女共同参画の専門的
な講座は埼玉県男女共
同参画推進センター
（With You さいたま）
で開催しているため、
市では、親しみやすい
テーマの講座を開催す
る。

3月にきたもと男女共
生塾を開催し、30名集
客する。

人権
推進
課

・性別に関わりなく興味
を持てる内容で、男女
共同参画情報紙「シン
フォニー」を30,000部
作成し、各世帯へ配布
を行う。
・３月に開催するきたも
と男女共生塾を、性別
に関わりなく関心が持
てる内容にする。

人権
推進
課

生涯学習人権講座研
修会等の講座や人権教
育資料等の広報媒体
で、男女共同参画、人
権尊重に関する啓発を
行う。

生涯
学習
課

男女共
同参画
に関する
法令、条
例の周
知

さまざまな機会を通じ
て、男女共同参画に関
する法令、条例の周知
を図る。

・男女共同参画に関す
る法令及び条例につい
て、市ホームページへ
掲載を行う。
・６月に男女共同参画
推進パネル展を開催
し、男女共同参画に関
する法令、条例につい
てのパネルの展示を行
う。

人権
推進
課

男女共
同参画
コーナー
の充実・
利用促
進

男女共同参画推進拠
点施設の充実及び利用
促進を図る。

・庁舎２階に開設してい
る男女共同参画コー
ナーにおいて、男女共
同参画に関する書籍や
チラシ等を配架し、市民
に対する情報発信を行
う。
・男女共同参画コー
ナーについて、市ホーム
ページへの掲載を行い
周知を図る。

人権
推進
課

男性に
向けた男
女共同
参画の
情報発
信

講座や広報紙等を通じ
て、男性にとっての男女
共同参画についての啓
発を行う。

男女共同
参画に関
する講座
や啓発活
動の推進

実施計画 実施状況 評価 課題・今後の方針
担当
課

推進項目 事業名 事業の目的・内容

資料２
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男女共同
参画に関
する講座
や啓発活
動の推進

男女共
同参画
の推進に
資する啓
発展の
開催

男女共同参画社会の重
要性を啓発するため、
パネル展を開催する。

6月の男女共同参画週
間に合わせ、パネル展
を開催する。

人権
推進
課

市の刊
行物等
における
男女共
同参画
の視点
の徹底

市から発信する情報に
ついて、男女共同参画
に配慮したものにする
ため、職員の意識啓発
を行う。

県作成の「男女共同参
画の視点から考える表
現ガイド」を各部署に周
知する。

人権
推進
課
関係
各課

男女共
同参画
情報紙
の発行

男女共同参画社会実
現にむけて、男女共同
参画の推進をあらゆる
分野で進める必要性に
ついて、市民の理解と
意識啓発を図るために
啓発情報紙を発行す
る。A４版のものを年１
回発行し、全戸配布。
編集を行う編集委員に
ついては公募する。

市民編集協力員ととも
に男女共同参画情報紙
「シンフォニー」を発行
し、１月に各世帯へ配布
する。

人権
推進
課

広報紙
やホーム
ページを
利用した
意識啓
発

男女共同参画社会の実
現の重要性を周知する
ため、啓発と情報提供
を進める。必要に応じ
て男女共同参画社会に
関する情報及び啓発記
事を広報やホームペー
ジに掲載する。

・男女共同参画情報紙
「シンフォニー」及び市
ホームページに男女共
同参画に関する記事を
掲載し周知を行う。
・男女共同参画に関す
る各イベント等の情報
について、ホームページ
等に随時掲載する。

人権
推進
課

広報紙
やホーム
ページを
通じた家
庭教育
情報の
提供

人権尊重の高揚と男女
共同参画社会実現の重
要性を周知するため、
啓発と情報提供を進め
る。性による差別は、基
本的人権を侵害するも
のであり、人権尊重意
識を社会に浸透させる
ことが重要であることを
周知する。また、男女共
同参画社会実現に向
け、広く市民に意識啓
発を進める。

人権教育資料(人権教
育推進委員会広報)「ふ
れあい」について、「男
女共同参画」に言及す
るなど人権教育資料の
内容を精選し、継続発
行を行う。また、男女共
同参画社会実現に対
し、男女共同を意識し
た実践に向け、広く市
民への意識啓発活動を
行う。

生涯
学習
課

事業所等
に向けた
男女共同
参画意識
の高揚

男女共
同参画
の推進
等に取り
組む事
業所認
証制度
の運用・
周知【新
規】

男女共同参画の推進に
取り組む意識を高める
ため、男女共同参画の
推進に取り組む事業所
を認証する制度を運用
及び周知する。

・男女共同参画の推進
に取り組む事業所を認
証する制度の周知を行
う。
・男女共同参画推進者
認証制度を利用する事
業所を１件増やす。

人権
推進
課

担当
課

推進項目 事業名 事業の目的・内容 実施計画 実施状況 評価 課題・今後の方針

広報紙・
ホーム
ページ等
による男
女共同参
画に関す
る広報活
動の推進
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１－１－②男女共同参画の視点に立った教育・保育の推進

保育所
等におけ
る男女平
等意識
の形成
【新規】

ジェンダーバイアスを次
世代に引き継がないよ
う、男女の役割に関す
る固定的な観念やそれ
に基づく差別、偏見、行
動等のない保育を実施
するため、保育に携わ
る側である保育士等が
これらの対応を学ぶこ
とを目的として、園内学
習や研修会等へ参加す
る。

年度ごとに研修を受講
した保育士が職員会議
等で情報共有を行い、
対応を学ぶ。

保育
課

名簿の作成、呼称の差
をつけない保育の実施
を行う。

保育
課

男女混合名簿の作成や
男女分け隔てなく「さ
ん」付けで呼ぶ等といっ
た取組を通して、性別
にとらわれない考え方
を育む。

学校
教育
課

男女平
等教育
の推進

人権に対する正しい知
識理解をもとに、男女
平等の意識の浸透を図
り、小中学校段階にお
ける男女共同参画社会
の基礎づくりを推進す
る。人権に対する正しい
知識理解をもとに、男
女平等の意識の浸透を
図り、男女が互いに尊
重し合い、差別のない
社会の構築を目指す。

児童生徒の発達段階に
応じた男女平等教育の
指導について、各中学
校区の教員間で共通理
解を深める。

学校
教育
課

教育相
談の充
実

電話や面接による教育
相談を充実させ、教育、
人権、育児等について
の保護者や児童・生徒
の悩み解消を支援す
る。

県配置のスクールカウ
ンセラー、各中学校のさ
わやか相談員、市教育
センターのカウンセラー
による相談を実施する。
各小・中学校において
は、教育相談期間を設
け、児童生徒の状況に
応じた相談活動を実施
する。その他、各学校で
は毎月１回、なかよしア
ンケート（小学校）及び
学校生活アンケート（中
学校）を実施する。

学校
教育
課

男女平
等の視
点を取り
入れた学
校教育・
保育の
推進

男女混合名簿や呼名時
の順番で男女分けを行
わないことなどを通し
て、男女の性別による
役割分担にとらわれな
い考え方を身につける
ことにより、男女共同参
画社会の基盤づくりを
進める。

実施計画 事業の実施状況 評価 課題・今後の方針事業名 事業の目的・内容
担当
課

推進項目

男女共同
参画の視
点に立っ
た教育・
保育の推
進
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教職員
研修の
充実

男女共同参画の問題を
人権問題としてとらえ、
教職員の意識啓発と資
質の向上を図る。

教職員自らが、男女平
等に関する正しい理解
と人権感覚を身に付け
ることができるようにす
る。

学校
教育
課

行事・登退園時等の保
護者との関わりの中で
必要に応じ情報の発信
を行い、啓発を図る。

保育
課

小・中学校での男女平
等に関する取組を学校
だよりやホームページ
に掲載する。また、学校
行事等で保護者に対し
て依頼や啓発を行う。

学校
教育
課

性別に基
づく無意
識の思い
込みにと
らわれな
いキャリア
教育の推
進

進路指
導の充
実

いわゆる「出口指導」と
しての進学・就職指導
から脱却し、個に応じた
進路指導を充実するこ
とによって、社会的・文
化的な固定観念にとら
われない生き方につい
て考える態度を身につ
けさせる。男女の性別
によって進路が制限さ
れたりすることのないよ
う、個に応じた生き方指
導として進路指導を充
実させ、男女共同参画
社会の基盤づくりを進
める。

中学生キャリアチャレン
ジ事業を実施する。キャ
リアパスポート等を活
用しながら、発達段階
に応じた継続的な指導
方法の工夫を行う。

学校
教育
課

国際理
解教育
の推進

学校において、各教科
等の時間をとおして日
本及び諸外国の文化・
伝統等について深い理
解をもち、国際社会に
おいて信頼され、世界
平和と発展に貢献する
ような児童・生徒を育成
する。

男女平等に関する活動
等の啓発を行うととも
に、教職員の指導力を
向上させるための情報
提供や研修を計画的に
実施する。

学校
教育
課

男女共
同参画
に関する
世界の
動向につ
いての情
報発信
【新規】

世界における社会の発
達や成熟に伴う男女共
同参画の取組及び価値
観等の変化や現状につ
いて、市民に向けて情
報発信を行い、子ども
をはじめとする市民に
男女共同参画の意識向
上を働きかける。

・６月に開催する男女共
同参画パネル展におい
て、男女共同参画に関
する世界の動向につい
ての情報発信を行う。
・男女共同参画推進
コーナーにおいて、国の
刊行物等を配架し、随
時情報発信を行う。

人権
推進
課

推進項目 事業名 事業の目的・内容 実施計画 事業の実施状況 評価 課題・今後の方針
担当
課

保護者や
教職員等
への啓発
活動 保護者

への啓
発の充
実

学校・保育所での男女
共同参画推進教育を通
して保護者への啓発を
図る。

国際的な
視点を
持った男
女共同参
画の推進
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１－２　多様性の尊重の推進
１－２－①　性の多様性に対する理解の促進

ＬＧＢＴＱ
（性的マ
イノリ
ティ）へ
の理解を
深める情
報発信

ＬＧBＴQへの理解を普
及するため、広報紙や
ホームページ等を通じ
た普及に取り組む。

・ＬＧＢＴＱに関する講
演会を開催し、３０名集
客する。
・市ホームページや広
報紙等にて、LGBTQ
に関する情報発信を行
う。

人権
推進
課

ＬＧＢＴＱ
（性的マ
イノリ
ティ）の
推進等
に取り組
む事業
所認証
制度の
運用・周
知【新
規】

ＬＧＢＴＱ（性的マイノリ
ティ）の推進等に取り組
む市内事業所を市が認
証するとともに、その取
組内容を市ホームペー
ジ等で発信することに
より、市民や市内事業
所の性の多様性に対す
る理解を促進する。

・北本市性の多様性尊
重推進者認証制度につ
いて、ホームページ等
で周知を行う。
・性の多様性尊重者認
証制度について、利用
した事業者を１者増や
す。

人権
推進
課

パート
ナーシッ
プ宣誓制
度の促進

北本市
パート
ナーシッ
プ宣誓
制度の
運用と周
知 【新
規】

令和２年度に施行した
北本市パートナーシッ
プ宣誓制度の運用方法
を再検討するとともに、
制度について周知する
ことで、市民の性の多
様性に対する理解を促
進する。

・近隣市町との自治体
間連携についての検討
を行う。
・市ホームページ、男女
共同参画情報紙等で
パートナーシップ宣誓
制度について周知を行
う。

人権
推進
課
関係
各課

実施計画 事業の実施状況 評価 課題・今後の方針

ＬＧＢＴＱ
（性的マイ
ノリティ）・
性の多様
性に関す
る理解促
進

推進項目 事業名 事業の目的・内容
担当
課
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基本目標２　【男女がともに活躍できる環境づくり】
２－１　政策・意思決定の場における女性の活躍促進
２－１－①　市政や地域活動における女性の参画促進

審議会・
委員会
等委員
への女
性の登
用推進

政策、方針決定過程へ
の女性の参画を推進す
るため、毎年、審議会、
委員会等の女性の割合
について調査を実施
し、その割合を高めるよ
う努める。

・審議会等への女性の
登用に関する調査を実
施し、その報告書を庁
内に配布する。
・政策及び方針決定過
程への女性の参画を推
進するよう、目標につい
て周知を行う。
・本年度中に改選を行
う審議会等の担当課に
対し、個別に依頼を行
う。

人権
推進
課
関係
各課

男女の
偏りのな
い審議
会運営
の推進

政策、方針決定過程で
男女双方の視点から審
議することによってあら
ゆる角度からの意見等
を反映する。

・審議会等への女性の
登用に関する調査を実
施し、その報告書を庁
内に配布する。
・政策及び方針決定過
程への女性の参画を推
進するよう、目標につい
て周知を行う。
・本年度中に改選を行
う審議会等の担当課に
対し、個別に依頼を行
う。

人権
推進
課
関係
各課

地域活動
における
リーダー
的役割へ
の女性の
参画促進

自治会
活動にお
けるリー
ダー的役
割への
女性の
参画促
進

住民と身近な存在であ
る自治会は、より地域
の実情に即した活動が
求められている。地域
の活動においては、女
性の参加が見られるも
のの、各自治会長に女
性は少なく、地域活動
に女性が積極的に参加
できるよう運営の支援
を行う。

自治会長ハンドブック
に女性役員の積極的な
起用を検討するよう掲
載し、併せて、研修会等
の機会を通して啓発活
動に努める。

くら
し安
全課

事業の実施状況 評価推進項目 事業名 事業の目的・内容 実施計画 課題・今後の方針
担当
課

審議会・
委員会等
委員への
女性の登
用推進

6 　



２－２　ワーク・ライフ・バランスの実現
２－２－①　男女がともに働きやすい職場環境の整備

各種法
律・制度
等の周
知

男女雇用機会均等法
等、法や制度の周知を
行い、労働の場での男
女共同参画を進める。

国や県の政策や制度改
定等を市ホームページ
へ掲載する。チラシの配
架を通して周知を行う。

産業
観光
課

北本地
区埼玉
県労働
セミナー
の充実

労使を取り巻く労働問
題や社会情勢、法･制
度等について、正しい
理解と認識を得るため
にセミナーを実施する。
男女雇用機会均等法、
労働基準法、育児介護
休業法などの法･制度
の周知と事業者へ啓発
を行うことで、女性も働
きやすい環境を整備
し、労働の場での男女
共同参画を進める。

埼玉県と共催で「埼玉
県労働セミナー」を行
う。市ホームページへの
掲載やチラシの配架を
通して労働関係法・制
度に周知を図る。

産業
観光
課

男性の
育児休
業・介護
休業の
取得促
進

男性の育児休業・介護
休業の取得促進のた
め、制度の周知を図る。

国や県から法改正等の
情報収集を行い、市
ホームページ等を通し
て周知を行う。送付さ
れたリーフレット等を配
架する。

産業
観光
課

両立支
援制度
の周知

労働講座や啓発資料の
配布などを通じて、事
業主に対して仕事と家
庭の両立支援制度の周
知を行う。

市ホームページへの掲
載やチラシの配架を通
して周知を行う。

産業
観光
課

経営者、
管理職
を対象と
した研修
会の実
施

経営者や管理職を対象
に、育児・介護休業の取
得促進等、従業員が働
きやすい職場環境の促
進に向けた研修会を実
施する。

埼玉県と共催で行う
「埼玉県労働セミナー」
などのセミナー、研修会
を行う。

産業
観光
課

推進項目 事業名 事業の目的・内容 実施計画 事業の実施状況 評価 課題・今後の方針

労働者・
事業主に
向けた各
種情報提
供や周知

担当
課
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庁内にお
ける各種
ハラスメ
ント防止
に向けた
啓発

セクシュアル・ハラスメ
ント等を防止するため
の意識啓発を図り、性
別による不利益を受け
ることなく、職員が働き
やすい環境整備を支援
する。

ハラスメント防止や公
務員倫理などの研修を
１回以上実施する。

総務
課
全課

労働者・
事業主
に対する
各種ハラ
スメント
防止に
向けた啓
発

セクシュアル・ハラスメ
ント等を防止するため
の意識啓発を図り、性
別による不利益を受け
ることなく、労働者が働
きやすい環境整備を支
援する。

市ホームページへの掲
載やチラシの配架を行
う。

産業
観光
課

多様な働
き方の普
及啓発

市民や
市内事
業者に
対する多
様な働き
方に関す
る情報発
信【新
規】

国や県の政策や制度改
正等の情報収集を行
い、情報コーナーへの
チラシ配架やホーム
ページ等を通じて、周
知を図る。

国や県の政策や制度改
正等の情報収集を行
い、情報コーナーへの
チラシの配架やホーム
ページへの掲載を行
う。

産業
観光
課

事業名 事業の目的・内容 実施計画 事業の実施状況 評価 課題・今後の方針
担当
課

各種ハラ
スメントの
防止

推進項目
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２－２－②　子育て支援・介護サービスの充実

保育所
の整備

両親の就労等により保
育に欠ける児童に、子
どもの成長に望ましい
保育を実施する。女性
の社会参加、核家族化
等により、児童の置か
れている家庭環境が変
化し、保育ニーズが多
様化している。就労形
態に合わせた保育サー
ビスの提供と保育所の
整備充実を図り、女性
の社会参画を支援す
る。

・保育ニーズの動向を
注視し、必要な受入枠
の確保と保育士の確保
のための施策を行う。
・多様化する保育ニー
ズに対応するため、利
用者の希望を聴取す
る。

保育
課

延長保
育、乳児
保育、一
時保育
の充実

両親の就労等により保
育に欠ける児童に、子
どもの成長に望ましい
保育を実施する。女性
の社会参加、核家族化
等により、児童の置か
れている家庭環境が変
化し、保育ニーズが多
様化している。就労形
態に合わせた保育サー
ビスの提供と保育所の
整備充実を図り、女性
の社会参画を支援す
る。

・保育ニーズの動向を
注視し、必要な受入枠
の確保と保育士の確保
のための施策を行う。
・多様化する保育ニー
ズに対応するため、利
用者の希望を聴取す
る。

保育
課

病児、病
後児保
育の充
実

病気治癒後、保育所で
の保育が困難な児童に
対する保育を実施す
る。

現状の受入枠を確保し
つつ、運営方法、利用
方法等の検討を行う。

保育
課

駅前保
育ステー
ションの
充実

駅を利用する保護者の
利便性に配慮した育児
支援を行う。

現状の受入枠を確保し
つつ、運営方法、利用
方法等の検討を行う。

保育
課

ファミ
リー・サ
ポート・
センター
の充実

市民の相互協力によ
り、地域での子育て支
援を行う。子育て支援
の充実を図り、保護者
の就労及び家庭生活を
支援する。

・児童館においてファミ
リー・サポート・センター
事業を実施する。
・市ホームページ等にお
いて制度の周知を行
い、利用促進や協力会
員数の増加を図る。

子育
て支
援課

学童保
育の充
実

小学校就学児童のう
ち、保護者が就労等に
より昼間家庭にいない
児童の健全な育成を図
る。

保護者が就労等により
昼間家庭にいない児童
の健全な育成を、公設
11室、民設2室におい
て実施する。

子育
て支
援課

実施計画 事業の実施状況 評価 課題・今後の方針

地域で支
える子育
て環境の
充実

推進項目 事業名 事業の目的・内容
担当
課
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地域包
括支援
センター
の利用
促進

高齢者が可能な限り、
住み慣れた地域で生活
を継続していけるよう、
平成１８年４月１日に、地
域包括ケアの中核機関
として介護保険法に基
づき創設された地域包
括支援センター（４箇所
設置）の利用促進を図
るため、市民等に周知
を行う。

アルツハイマーデーイ
ベントの開催や、地域
包括支援センター職員
の認知症推薦図書コー
ナーを市立図書館へ設
置する等、広く地域包
括支援センターの役割
や活動について啓発を
行う。

高齢
介護
課

介護保
険制度
について
の出前
講座の
開催

介護保険制度の趣旨普
及・啓発を図る。

適時、出前講座の依頼
を受け、普及・啓発を図
る。

高齢
介護
課

実施計画推進項目 事業名 事業の目的・内容 事業の実施状況 評価 課題・今後の方針

地域で支
える介護
サービス
の充実

担当
課
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２－２－③　男性の子育て・介護参加への促進

マタニ
ティセミ
ナーへの
家族の
参加促
進

安心・安全な妊娠期間
を過ごすとともに、出産
後の育児について家族
間で協力し合えるよう
促す。

・妊娠届出の面談時を
中心に、マタニティセミ
ナーへの家族参加を促
していく。
・妊娠届出時の面談
等、マタニティセミナー
等で家族間で協力しな
がら育児を行うことの
大切さについて伝える。

健康
づく
り課

父親向
けの子
育て参
加パンフ
レットの
配布

父親の育児への積極的
な参画の推進のため、
子育てガイドを配布す
る。

・妊娠届け出時に子育
てガイドを配布する。
・子育てガイドを使用
し、父親も育児に関
わっていくイメージを共
有する。

健康
づく
り課

子育て
応援ガイ
ドブック
の配布

子育てに関する情報提
供を行う。

児童館、子育て支援セ
ンター、小学校、幼稚
園、保育園及び市役所
窓口等において、「子育
て応援ガイドブック」を
子育て世代を対象とし
て配布する。

子育
て支
援課

男性の
学校行
事等へ
の参画
促進

父親も進んで児童・生
徒の教育に関わりを持
ち、授業参観等の学校
行事への積極的な参加
を働きかけるよう、学校
を指導する。

運動会や体育祭などを
土日に開催することで、
父親を含めた保護者が
参加しやすいようにす
る。

学校
教育
課

保育所
親支援
事業の
充実

子どもの育ちや子ども
の関わりを学び、親とし
ての自覚と自信を高
め、家庭での養育力向
上を図るため、保護者
の保育参加を進める。

各保育施設において、
一日保育士体験など、
保育施設で実施する。

保育
課

PTA家
庭教育
学級の
充実

市民一人一人が生きが
いを持ち、社会の変化
に主体的に適応し、豊
かな充実した人生を過
ごすために、社会・地
域・健康・趣味などの身
近な問題について学習
する機会を提供し、合
わせて地域づくりへの
男女共同参画を推進す
る。

ＰＴＡ活動見直しの動き
に合わせ、男女共同参
画をテーマとした家庭
教育学級の開設を
「ハートピア２１」へ収斂
させることも視野に入
れながら、家庭教育に
関する学習活動が、男
女共同において活発に
行われるよう、「家庭教
育」の重要性を各家庭
への発信を継続する。

生涯
学習
課

男性の子
育て参加
への促進

実施計画事業名 事業の目的・内容 事業の実施状況 評価 課題・今後の方針
担当
課

推進項目
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男性の子
育て参加
への促進

家庭教
育学級
の充実

学習機会を提供し、保
護者相互の連携や協力
を通じて、家庭教育の
充実を図る。

子育ての課題や問題に
ついて、男女共同で解
決できるための学習機
会（講演等含む）を、保
護者などと連携しなが
ら創出する。

生涯
学習
課

介護へ
の男性
の参画
促進のた
めの啓
発

女性に偏りがちな介護
の意識から、男女が共
に担う介護への転換を
図る。

男性にも受け入れ安い
案内の方法や講座の内
容を検討する。

高齢
介護
課

介護者
の集い
の開催

要介護状態にある方を
介護している家族等に
対して、交流会や教室
等を開催し、少しでも精
神的負担の軽減を図れ
るよう支援する。

介護者が抱えている問
題を洗い出し、その解
決方法について模索す
る。

高齢
介護
課

実施計画
担当
課

推進項目 事業名 事業の目的・内容 事業の実施状況 評価 課題・今後の方針

男性の介
護参加へ
の促進
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２－３　女性のチャレンジ支援
２－３－①　女性の就業・起業への支援

女性活
躍に関す
る情報提
供

女性の再就職や起業の
ための情報提供や多様
な働き方についての啓
発を行う。

・国や県が主催する市
民又は企業向けの講座
等の開催情報につい
て、男女共同参画コー
ナーへチラシ等を配架
し、周知を行う。
・ホームページで県の
「女性の働き方ポータル
サイト」の紹介を行い、
周知を行う。

人権
推進
課

女性の
起業・再
就職支
援

商工会と連携した相談
体制により支援を行う
とともに、起業に関する
支援制度や講座、相談
窓口等についての情報
提供を行い、起業をめ
ざす女性を支援する。
また、女性の再就職に
ついての講座の情報や
相談窓口の情報提供を
行う。

商工会と連携し創業支
援を行う。パンフレット
の配架やセミナーを実
施する。

産業
観光
課

無料職
業紹介
所の充
実

地域で就職したい方を
対象に希望と能力に応
じた職業に速やかに就
くことができるよう、き
め細やかな相談を実施
する。

週に2回、無料職業紹
介所を開設する。

産業
観光
課

内職相
談の充
実

内職に関する求人情報
の提供を始め、工賃や
トラブル、苦情などの相
談を実施する。

週に2回、内職相談を
実施する。

産業
観光
課

推進項目 事業名 事業の目的・内容 実施計画 事業の実施状況 評価 課題・今後の方針

女性の就
業や起業
に対する
支援

担当
課
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２－３－②　経済分野における女性の活躍推進に向けた支援

経済分野
における
女性の活
躍に関す
る情報発
信

女性の
多様な
活躍に
向けた情
報発信

起業、経営をはじめと
する経済分野における
女性の参画の重要性を
情報紙やホームページ
等を通じて啓発し、女
性の経済分野への参画
を促進する。

・国や県が主催する市
民又は企業向けの講座
等の開催情報につい
て、男女共同参画コー
ナーへチラシ等を配架
し、周知を行う。
・ホームページで県の
「女性の働き方ポータル
サイト」の紹介を行い、
周知を行う。

人権
推進
課

農業に
従事する
女性へ
の支援

多様化する労働形態に
対応し、働く意欲のある
女性が、家庭や地域で
の生活を大切にしなが
ら働き続けられるような
環境づくりを進める。

・県の「さいたま農村女
性アドバイザー」の周知
と認定の推進を行う。
・女性農業者視察研修
を行う。

産業
観光
課

商工自
営業等
に従事す
る女性へ
の支援

多様化する労働形態に
対応し、働く意欲のある
女性が、家庭や地域で
の生活を大切にしなが
ら働き続けられるような
環境づくりを進める。

商工会等と連携しなが
ら、商工自営業者等に
従事する女性への支援
を行う。

産業
観光
課

実施計画推進項目 事業名 事業の目的・内容

農商工・
自営業・
小規模事
業所に向
けた男女
共同参画
の啓発

担当
課

事業の実施状況 評価 課題・今後の方針
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基本目標３　あらゆる暴力の根絶
３－１　暴力根絶のための意識啓発
３－１－①　意識啓発・広報の強化

DVを防
止するた
めの情
報発信・
啓発活
動

シンフォニーや広報紙、
パネル展などで、女性
に対する暴力防止の啓
発を進める。また、デー
トDＶについて啓発事業
を検討する。

・男女共同参画情報紙
「シンフォニー」へＤＶに
関する相談窓口を掲載
する。
・女性に対する暴力を
なくす運動パネル展に
おいて、DV及びデート
ＤＶ防止啓発のための
パネル展示及びチラシ
等の配架を行う。
・パープルリボンキャン
ペーンで、パープルリボ
ンの貼付及びパープル
ライトアップを市内事業
所と協働で実施し、暴
力防止の啓発を行う。
・成人式でデートＤＶに
関する啓発カードを配
布する。

人権
推進
課

女性に
対する暴
力をなく
す運動
の推進
【新規】

女性に対する暴力をな
くす運動を推進するこ
とで、DVは人権侵害で
あり、解決すべき問題
であるという認識を一
人一人が持ているよう
啓発を図る。

・女性に対する暴力を
なくす運動の開催につ
いて、チラシを作成し、
公共施設等へ配架す
る。また、広報、ホーム
ページ等で周知を行
う。
・パープルリボンキャン
ペーンを実施し、市職
員及び協力事業所の職
員の名札にパープルリ
ボンを貼付する。また、
建物等を紫色にライト
アップするパープルライ
トアップを実施する。。
・市内協力事業所を1者
増やす。

人権
推進
課

・女性に対する暴力を
なくす運動パネル展に
おいて、若年層に向け
たパネルの展示等を行
う。
・4月の若年層性暴力
被害予防月間に市ホー
ムページで相談窓口の
周知を行う。
・成人式でデートＤＶに
関する啓発カードを配
布する。

人権
推進
課

デートDVや性被害の
啓発に係る資料等を各
校へ送付し、防止に努
める。

学校
教育
課

若年層に
向けた広
報・啓発
の充実
【新規】

デート
DV・性
被害の
防止に
向けた若
年層へ
の広報・
啓発【新
規】

中高生を始めるとする
若年層に向けて、デート
DVや性被害に関する
広報や啓発活動を行
い、これらの防止を図
る。

事業の実施状況 評価 課題・今後の方針
担当
課

暴力防止
に向けた
意識啓
発・広報
の充実

推進項目 事業名 事業の目的・内容 実施計画
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３－１－②　地域における暴力防止対策の推進

人権擁護委員をはじ
め、全市民に向けて暴
力を許さないという意
識の浸透を図るため、
女性に対する暴力をな
くす運動を実施及び周
知する。

人権
推進
課

担当課と連携しながら、
啓発の機会を検討す
る。

くら
し安
全課

農業委員会や商工会に
むけて暴力防止の啓発
を行う。

産業
観光
課

民生委員・児童委員、
老人クラブに対し、機会
を捉え暴力防止の啓発
を行い、暴力を許さな
いという意識の浸透を
図る。

共生
福祉
課

事業の実施状況 評価 課題・今後の方針推進項目 事業名 事業の目的・内容
担当
課

実施計画

地域にお
ける暴力
防止対策
の推進

自治会、
市民団
体等へ
の情報
発信

自治会、農業委員会、
商工会、人権擁護委
員、民生委員・児童委
員、老人クラブなどの市
内の団体や市内事業所
などに向けて、暴力防
止の啓発を行い、暴力
を許さないという意識
の浸透を図る。
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３－２　相談体制の充実
３－２－①相談体制の充実

庁内各
課と連携
したDV
相談の
実施

DV被害者が適切な相
談を受けることができる
よう、庁内各課及び関
係機関との連携を図
る。

戸籍担当課、子育て支
援担当課、高齢福祉担
当課及び学校教育担当
課等の庁内関係各課、
並びに関係機関と連携
して、DV被害者の支援
相談等を行う。

人権
推進
課
関係
各課

相談窓
口の周
知

さまざまな機会を通じ
て、相談窓口の周知を
行うことで、早期の相談
を促し、暴力被害が長
期化し被害者が困難な
状況に陥ることを防止
する。

・女性に対する暴力を
なくす運動において、相
談窓口の周知を行う。
・市役所の男女共同参
画コーナー及び市役所
トイレに相談窓口に関
するカードを配架し、周
知を行う。
・男女共同参画情報紙
「シンフォニー」に相談
窓口の案内を掲載す
る。
・相談窓口について、市
ホームページに掲載し、
周知を行う。

人権
推進
課
関係
各課

家庭児
童相談
の充実

子育てに悩む両親の育
児不安を解消するため
の相談を充実させる。
家庭における児童の福
祉について、市民の相
談に応じ、望ましい子育
てについて助言、指導
を行う。

・家庭における児童の
福祉について、市民や
関係機関の相談に対応
する。
・保護者及び児童に不
利益が生じないように、
適時アセスメントを実施
し、相談に対応する。

子育
て支
援課

教育相
談の充
実

電話や面接による教育
相談を充実させ、教育、
人権、育児等について
の保護者や児童・生徒
の悩み解消を支援す
る。

県配置のスクールカウ
ンセラー、各中学校のさ
わやか相談員、市教育
センターのカウンセラー
による相談を実施する。
各小・中学校において
は、教育相談期間を設
け、児童生徒の状況に
応じた相談活動を実施
する。その他、各学校で
は毎月１回、なかよしア
ンケート（小学校）及び
学校生活アンケート（中
学校）を実施する。

学校
教育
課

事業の実施状況 評価 課題・今後の方針実施計画

相談窓口
の充実と
関係機関
の連携

推進項目 事業名 事業の目的・内容
担当
課
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女性相
談の実
施

専門の女性相談員によ
る相談を行う。また、必
要に応じて専門機関を
紹介する。

専門の女性相談員によ
る相談を月３回、年間
36回実施する。

人権
推進
課

各種相
談の実
施

市民が抱える様々な問
題に対して、適切な助
言を行う。

市民相談、法律相談、
消費生活相談等の窓口
を開設し、各種相談を
行う。

市民
課

国や県主催のDV被害
者相談対応に関する研
修を受講する。

人権
推進
課

埼玉県等が実施する相
談担当職員の研修会に
参加し、最新の法律等
の知識を習得する。

市民
課

男性被
害者に
向けた相
談機会
の拡充

男性のDＶ被害者が相
談を利用しやすいよう、
男性専用の利用時間帯
や窓口、電話相談の設
置など、検討を行う。

・男性のDV被害者支
援のため、相談窓口設
置の検討を行う。
・県の実施する男性相
談について、周知を行
う。

人権
推進
課

推進項目 事業名 事業の目的・内容 実施計画 事業の実施状況 評価 課題・今後の方針
担当
課

相談員
の相談
技術向
上

相談員や相談担当職員
を研修に派遣し、最新
の情報に基づいた適切
な相談を実施する。

相談しや
すい体制
の整備
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３－３　暴力被害者の保護・支援
３－３－①被害者の安全確保・緊急避難体制の確保

警察署及び緊急一時保
護施設との連携を図
り、被害者の安全を確
保する。

緊急一時保護を行う際
に、警察署及び一時保
護施設との連携を図
り、被害者の安全を確
保する。

人権
推進
課

緊急一時保護等の被害
者に対して、生活保護
制度の適切な運用を図
る。

緊急一時保護等の被害
者に対して、生活保護
制度の適切な運用を図
る。

共生
福祉
課

DＶ被害者が同伴する
子どもの安全の確保に
ついて、関係機関と連
携を図り、適切に対応
する。

警察等の関係機関と連
携を図り、保護者及び
児童に不利益が生じな
いよう相談に対応する
とともに安全を確保す
る。

子育
て支
援課

被害者
の子ども
に関する
安全の
確保

DＶ被害者が同伴する
子どもの安全の確保に
ついて、関係機関と連
携を図り、適切に対応
する。

相談者の心理状態に十
分に配慮し、適切に対
応する。

学校
教育
課

DＶ対策
連携会
議の開
催

DＶ被害者の保護及び
被害者の自立に向けて
の支援を円滑に行うこ
とができるよう、庁内各
課の連携を図る。

DV対策連携会議を1回
以上開催する。

人権
推進
課
関係
各課

要保護
児童対
策地域
協議会
の充実

要保護児童の適切な保
護を図るため、児童福
祉法第25条の2第1項
に規定する要保護児童
対策地域協議会を設置
する。

保護者及び児童に不利
益が生じないよう、適時
アセスメントを実施し、
関係機関との連携及び
相談に対応する。代表
者会議を年1回、実務
者会議を年4回実施す
る。

子育
て支
援課

暴力被害
者の緊急
時安全確
保と対応

実施計画推進項目 事業名 事業の目的・内容 事業の実施状況 評価 課題・今後の方針
担当
課

暴力被
害者の
緊急時
安全確
保と対応
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DＶ被害者の、市役所
での諸手続きが安全か
つ迅速に行えるよう窓
口に同行し支援する。

DV被害者が市役所で
の手続きを行う際に、
同行支援を行う。

人権
推進
課

・相談時には、窓口では
なく相談室を確保し、支
援措置職員が対応す
る。
・前住所・本籍・前本籍
等他市町村と連絡を取
り合いながら支援措置
を実施していく。

市民
課

保護者及び児童に不利
益が生じないよう、適時
アセスメントを実施し、
関係機関との連携及び
相談に対応する。

子育
て支
援課

諸手続きの迅速化と適
切な情報管理を行うた
めの対応マニュアルを
担当課内に備え付け、
受け入れ体制を整え
る。

学校
教育
課

推進項目 事業名 事業の目的・内容 実施計画 事業の実施状況 評価 課題・今後の方針
担当
課

被害者等
の届出手
続きに関
する支援

被害者
等の届
出手続き
に関する
支援 DＶ被害者の諸手続き

を安全かつ迅速に行
う。
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３－３－②被害者の自立支援

DＶ被害者の自立に向
けて、関係機関との連
携を図り、必要に応じて
同行支援を行い、被害
者の早期の自立を目指
す。

自立に向けて、関係機
関との連携を図る。ま
た、必要に応じて同行
支援を行う。

人権
推進
課

DＶ被害者の自立に向
けて、届出手続きを適
切に行う。

被害者の意思を大事に
しながら関係機関と連
携をし自立を目指して
いく。

市民
課

DＶ被害者の自立に向
けて、生活保護制度の
適切な運用を図る。

DＶ被害者の自立に向
けて、生活保護制度の
適切な運用を図る。

共生
福祉
課

手当の申請等の手続き
を適切に行う。また、必
要に応じてDＶ被害者
が同伴する子どもの相
談を行う。

保護者及び児童に不利
益が生じないように、関
係機関と連携を図り、
対応する。

子育
て支
援課

保育所入所の相談、手
続き等を適切に行う。

関連部署と連携を行
い、保育施設利用につ
ながるよう配慮する。

保育
課

被害者が同伴する児童
の就学等に速やかに対
応するとともに、児童に
対し学校と連携して適
切な心のケアを行う。ま
た、転校先や居住地等
の情報の適切な管理を
行い学校において安全
確保に努める。

関係機関との慎重かつ
適切な連携を図る。児
童生徒が安心して学校
生活が送れるよう学校
と連携する。

学校
教育
課

推進項目 事業名 事業の目的・内容

被害者の
自立に関
する支援
の充実

実施計画 事業の実施状況 評価 課題・今後の方針
担当
課

被害者
の自立に
関する支
援の充
実
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基本目標４　安心・安全に暮らせる環境づくり
４－１　防災・防犯分野における男女共同参画の推進
４－１－①　男女共同参画の視点に立った防災・防犯体制の充実

自主防
災組織
や消防
団等へ
の女性
の参画
促進

地域防災組織の結成と
育成を図る。また、自主
防災組織に対し、防災
対策における男女の
ニーズの違いや女性・
乳幼児・高齢者等への
配慮の必要性など、男
女共同参画の視点の必
要性について啓発に努
める。

防災訓練の打合せや出
前講座などの場面で、
周知を行う。

くら
し安
全課

防災分
野におけ
る女性
リーダー
の育成
【新規】

防災対策、避難所運営
及び被災地対応等にお
いて女性の視点を取り
入れることの重要性や、
各場面における女性の
活動方法等を周知する
ことで、防災分野におけ
る男女ともに参画する
ことを推進する。

避難所対応職員を3名
配置しており、うち1名
は女性職員としている。
この体制の維持に努め
る。

くら
し安
全課

避難所
運営等
への女
性の参
画促進

災害対策及び復興対応
において、女性のニー
ズを反映した対策を進
めるため、男女共同参
画の視点から検討を行
う。

訓練の中で、協力して
避難所運営を行うこと
を周知する。

くら
し安
全課

男女共
同参画
の視点に
立った避
難所づく
り【新規】

更衣室やトイレ、物干し
場など、男女双方の視
点に立った避難所の設
営や防犯対策を行う。

男女双方の視点に立っ
た避難所開設マニュア
ルへの記載及び避難所
開設訓練でのレイアウト
作成を行う。

くら
し安
全課

自主防
犯団体
の活動
支援

地域防犯推進委員、自
主防犯組織等の地域防
犯組織の活動支援を行
うとともに、犯罪の起こ
りにくい環境整備を進
める。また、未然防止へ
の周知を図る。

・地域防犯推進委員及
び自主防犯団体の活動
を周知するため、活動
内容等を市ホームペー
ジに掲載する。
・自主防犯団体などの
防犯活動を支援するた
め、防犯用品を配付す
る。

くら
し安
全課

防犯意
識の高
揚に向け
た啓発

警察や防犯協会と連携
し、防犯指導や啓発活
動を進め、防犯意識の
高揚を図る。

・警察から情報提供を
受けた犯罪情報などを
市広報に掲載する。
・関係機関と連携し、啓
発活動を行う。

くら
し安
全課

実施計画 評価 課題・今後の方針

男女共同
参画の視
点に立っ
た避難所
運営の促
進

男女共同
参画の視
点に立っ
た防犯体
制の整備

事業の実施状況
担当
課

推進項目 事業名 事業の目的・内容

自主防災
組織や消
防団活動
等におけ
る男女共
同参画の
推進
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４－１－②　防災分野の政策決定過程への女性の参画促進

防災に関
する委員
会等への
女性の参
画促進

防災分
野の協
議会・審
議会等
への女
性の参
画促進
【新規】

防災分野における女性
の政策決定過程への参
加を拡大するため、協
議会・審議会等への女
性の参画を促進する。

任期が令和5年2月か
ら令和7年1月までと
なっており、今年度委員
の委嘱があるため、自
主防災会などの住民関
係の委員に周知を行
う。

くら
し安
全課

実施計画 事業の実施状況 評価 課題・今後の方針推進項目 事業名 事業の目的・内容
担当
課
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４－２　健康で安心して暮らせる環境整備
４－２－①　誰もが安心して暮らし続けるための支援

ひとり親
家庭等
医療費
支給事
業

ひとり親家庭等に対し、
医療費の一部を支給す
ることにより、ひとり親
家庭等の生活の安定と
自立を支援し、もってひ
とり親家庭等の福祉の
増進を図る。

・市ホームページ等で
制度の周知を図る。
・申請を受けた場合は
審査を行い、支給の可
否を決定する。対象者
の医療費の一部を支給
する。
・11月に広報きたもと、
対象者に通知等で周知
し、現況届を実施する。
・12月中に新しい受給
者証を発送する。

子育
て支
援課

児童扶
養手当
支給事
業

ひとり親家庭等の児童
の心身の健やかな成長
に寄与するため、手当
を支給し福祉の増進を
図る。

・市ホームページ等にお
いて制度の周知を図
る。
・申請を受けた場合は
審査を行い、支給の可
否を決定する。支給対
象者に手当を支給す
る。
・８月に広報きたもとで
現況届の案内を周知す
るとともに、個別に案内
を郵送する。提出され
た届出について、審査
を行い結果を送付す
る。

子育
て支
援課

ひとり親
家庭等
日常生
活支援
事業

ひとり親家庭及び寡婦
が、修学等の自立を促
進するために必要な事
由や疾病などの事由に
より生活援助等が必要
な場合、又は生活環境
等の激変により、日常
生活を営むのに支障が
生じている場合に、その
生活を支援するヘル
パーを派遣して、ひとり
親家庭等の生活の安定
及び福祉の増進を図
る。

市ホームページ等で制
度の周知を図る。必要
と思われる方に、制度
の案内を行う。申請を
受けた場合は審査を行
い、利用の可否を決定
する。

子育
て支
援課

母子生
活支援
施設へ
の入所
措置

配偶者のない女子等及
びその者の養育すべき
児童を入所させて、こ
れらの者を保護する。
母子生活支援施設では
居室を提供するほか、
生活上の心配事や仕事
の事、子どもの教育の
事等の問題解決の相談
を行う。

必要と思われる方に対
し、窓口等で制度案内
を行う。

子育
て支
援課

ひとり親
家庭高
等職業
訓練促
進給付
金等事
業

ひとり親家庭の親の就
業に有利な資格の取得
を促進するため、修学
期間の一定期間等につ
いて、高等職業訓練促
進費等を支給する。

・必要と思われる方に
対し、窓口等で制度案
内を行う。
・申請を受けた場合は
審査を行い、支給の可
否を決定する。
・支給対象者からの請
求に対し、給付金を支
給する。

子育
て支
援課

実施計画 課題・今後の方針推進項目 事業名

ひとり親
家庭等へ
の支援

担当
課

事業の目的・内容 事業の実施状況 評価
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ひとり親
家庭等へ
の支援

小中学
校におけ
る要保
護・準要
保護家
庭に対す
る補助事
業

ひとり親家庭の親が安
心して子どもを育てるこ
とができるよう、また経
済的な理由で就学の機
会が失われることのな
いように、学校教育に
必要な経済的な援助を
行う。ひとり親家庭に対
する経済的な支援を行
うことにより、安心して
生活できる環境を作り、
併せて女性が働き続け
ることのできる環境作り
を推進する。

就学援助に関する実施
要綱に基づき、就学援
助を行う。また、制度の
周知徹底のため、各家
庭に通知を配布する。

学校
教育
課

介護予
防教室
等の開
催

要介護状態になること
を予防することにより、
健康な高齢者を増加さ
せるとともに、介護保険
制度の運営を円滑にす
る。介護予防事業や啓
発活動等を行う。

これまで介護予防に参
加して来なかった方に
も、その有用性を訴え、
広く参加者を募る。

高齢
介護
課

啓発パン
フレット
の作成・
配布

介護保険制度の趣旨普
及・啓発を図る。

適時、介護保険制度の
趣旨普及・啓発を図る。

高齢
介護
課

介護保
険制度
について
の出前
講座の
開催

介護保険制度の趣旨普
及・啓発を図る。

適時、出前講座の依頼
を受け、普及・啓発を図
る。

高齢
介護
課

障がいの
ある人へ
の地域生
活の支援

障害者
相談支
援事業
の実施

障がい者や介護者、家
族等からの相談に応え
たり、サービスの利用援
助や権利擁護のための
必要な支援を行うこと
により、自立した生活の
促進を図る。

・障害者総合支援法に
基づく相談支援事業を
３事業所に委託して実
施し、適切な助言や支
援を行う。
・緊急時や困難事例等
について、基幹相談支
援センターと相談支援
事業所と連携して事業
を実施する。

障が
い福
祉課

生活に困
難がある
方への支
援

生活困
窮者自
立支援
制度を
活用した
支援の
推進【新
規】

生活困窮者自立支援
制度を活用により、生
活困窮者に対する包括
的な支援を通じ、男女
それぞれの事情に応じ
た自立の促進を図る。

・相談者に寄り添った相
談支援を実施する。
・相談者の主訴を丁寧
にくみ取り、必要な支援
につなげ自立を促す。

共生
福祉
課

担当
課

実施計画 事業の実施状況

高齢者へ
の地域生
活の支援

推進項目 事業名 事業の目的・内容 評価 課題・今後の方針
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４－２－②　互いの性と生命を尊重する意識づくり

リプロダ
クティ
ブ・ヘル
ス／ライ
ツに関す
る情報発
信

様々な機会を活用して
啓発を行い、女性の人
権侵害についての意識
を高め、男女共同参画
社会の重要性を啓発す
る。

男女共同参画コーナー
や女性に対する暴力を
なくす運動パネル展等
において、性暴力等の
防止啓発のチラシを配
架する。

人権
推進
課

リプロダ
クティ
ブ・ヘル
ス／ライ
ツに関す
る啓発

女性が自らの性や健康
についての自己決定権
を持つことができるよ
う、普及・啓発活動を行
う。

３０代までの健康力アッ
プ健診（女性）の周知や
相談事業の中で、女性
の性や健康についての
自己決定権について啓
発する。また、健康増進
計画の推進と併せて、
関係部署と連携しなが
ら普及・啓発活動を
行っていく。

健康
づく
り課

健康教
育・性に
関する指
導の推
進

各学校における保健体
育・理科・特別活動等の
学習指導を通して性に
関する指導の充実を図
り、性に関する正しい知
識を身につけ、男女が
互いに尊重しあう態度
を育成する。

保健体育・理科・特別
活動等の学習指導を通
して性に関する指導を
行う。また、指導を充実
させていくために、市教
委は、研修会等の通知
を配布し、参加を促す。

学校
教育
課

成人健
康講座・
健康相
談の実
施【新
規】

健康増進教室への参加
費用を助成することに
より、運動習慣の動機
付けを行う。また、生活
習慣病予防を目的とし
た健康相談を実施す
る。

・生活習慣病の予防及
び健康づくりの支援を
目的に、運動について
普及啓発するため、健
康増進教室の助成を行
う。
・また、食習慣、運動習
慣の改善に向け希望者
を対象に成人相談を随
時実施する。

健康
づく
り課

乳がん・
子宮が
ん検診
等、女性
を対象と
した検診
の実施と
受診勧
奨

女性特有のがんなどに
ついて啓発を行うと共
に、積極的に検診の受
診勧奨することにより、
受診率の向上を図る。

・女性特有のがん等に
ついて、健康増進計画
に基づき、がん予防教
育や正しい知識の普及
啓発を行う。
・乳がん検診と子宮が
ん検診の集団及び個別
での実施について、が
んの早期発見の重要性
と併せて周知する。

健康
づく
り課

前立腺
がん検
診等、男
性を対
象とした
検診の
実施と受
診勧奨

男性が罹患しやすいが
んに関する啓発を行う
と共に、積極的に健診
の受診勧奨することに
より、受診率の向上を
図る。

男性が罹患しやすいが
ん等について、健康増
進計画に基づき、がん
予防教育や正しい知識
の普及啓発を行う。前
立腺がん検診が特定健
康診査と同時に実施で
きることを周知する。

健康
づく
り課

実施計画

リプロダ
クティブ・
ヘルス／
ライツの
意識啓発

推進項目 事業名 事業の目的・内容

性差に応
じた特有
の疾病予
防と健康
づくりへ
の支援

担当
課

事業の実施状況 評価 課題・今後の方針
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基本目標５　【男女共同参画の推進体制の強化】
５－１　計画の総合的な推進体制の充実
５－１－①庁内における男女共同参画の推進

女性職
員の管
理職へ
の登用

行政組織の中での男女
共同参画を推進するた
め、性別に関わりなく管
理職への登用が進むよ
うに推進する。

・管理職になる前段階
の研修を１日以上実施
する。
・ロールモデルの設定を
行う。

総務
課

性別にと
らわれな
い職員
配置の
推進

女性のみ男性のみと
いった、慣例的な職員
配置を見直し、個人の
能力・適性に応じた職
員配置を行う。また、職
員の採用にあたっても、
性別にとらわれない職
員採用を行う。

性別にとらわれることな
く、個人の能力や適性
に応じた職員配置を行
う。

総務
課
関係
各課

女性職
員の研
修機会
の拡大

女性の研修機会を拡大
し、女性の人材育成を
行う。

研修参加者の半数が女
性職員となるよう研修
機会を付与する。

総務
課
関係
各課

職員の
能力開
発の支
援

女性が意思決定部門や
政策決定部門へ参画で
きるよう、特に政策形成
能力の養成に重点を置
いた各種研修に参加で
きるような体制作りを行
い、管理職としての能
力開発及び意識改革を
図る。

政策形成能力やキャリ
アデザインなどの研修
を１回以上実施する。

総務
課
関係
各課

女性管
理職によ
る意見交
換会の
開催【新
規】

女性の管理職登用拡大
やキャリア形成等につ
いて、その方策等を見
出し推進するため、女
性管理職による意見交
換会を開催する。

女性管理職による意見
交換会を１回以上開催
する。

人権
推進
課

男性職
員の育
児休業・
介護休
業の取
得促進

男性の育児休業・介護
休業の取得促進のた
め、制度の周知を図る。

制度の周知のためガイ
ドブックを作成し、公表
する。

総務
課

働きやす
い勤務
制度の
導入によ
る職場環
境の整
備

子育て職員支援研修
や、男性のための育児
休業取得支援研修等を
実施し、子育て等をしな
がら活躍できる職場風
土を醸成する。

子育て職員支援研修
や、育児休業取得支援
研修などを実施する。

総務
課

事業の実施状況 評価 課題・今後の方針推進項目 事業名 事業の目的・内容

職員の
ワーク・ラ
イフ・バラ
ンスの実
現

担当
課

実施計画

施策の立
案や決定
の過程に
おける男
女共同参
画の推進

女性の研
修機会の
拡大
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５－１－②庁内推進体制の充実

庁内推
進体制
の充実

男女共同参画の推進
は、総合行政という視
点から推進する必要が
あり、横断的な組織で
の調整をすることで、全
庁的に取り組みを進め
る。

庁内の課長級職員で構
成する男女共同参画推
進委員会を1回以上開
催する。

人権
推進
課

新規採用職員に対し、
男女共同参画に係る研
修を実施する。

総務
課

・男女共同参画職員研
修を１回以上開催する。
・新規採用職員を対象
とし、男女共同参画研
修を実施する。

人権
推進
課

５－１－③計画の進行管理

男女共
同参画
審議会
の開催

計画の推進や市の男女
共同参画推進施策につ
いて、審議する。

男女共同参画審議会を
１回以上開催し、男女共
同参画推進施策につい
て審議する。

人権
推進
課

男女共
同参画
の推進に
関する年
次報告
書の作
成・公表

事業の進捗状況を公表
する。

第六次北本市男女行
動計画に係る事業の進
捗状況等を「男女共同
参画の推進に関する年
次報告書」としてとりま
とめ、市ホームページで
公表する。

人権
推進
課

評価 課題・今後の方針
担当
課

推進項目 事業名 事業の目的・内容

ＰDCAサ
イクルに
基づく計
画の進行
管理

事業の実施状況 評価 課題・今後の方針実施計画

実施計画

職員研
修の充

実

担当
課

庁内推進
体制の充

実

市職員が、男女共同参
画の視点を持って業務
にあたることができるよ

う研修を実施する。

事業の実施状況推進項目 事業名 事業の目的・内容

28 　



５－１－④国・県・市民・団体・事業者等との協働

市民・市
内事業
者等へ
の男女
共同参
画に関す
る情報提
供

男女共同参画に関する
情報を提供する。

・男女共同参画コー
ナーへ資料等の配架を
行う。
・6月の男女共同参画
推進週間に行う、男女
共同参画推進パネル展
を開催し、男女共同参
画に関する情報提供を
する。

人権
推進
課

国・県と
の連携

国・県との連携を深め
る。

・県主催のパープルリボ
ンタペストリーの制作に
参加する。
・内閣府が主催する女
性に対する暴力をなく
す運動に参加する。

人権
推進
課

研修等
への講
師派遣

男女共同参画に関する
講師を派遣する。

職員研修に男女共同参
画に関する講師を派遣
する。

人権
推進
課

男女共
同参画
の推進
等に取り
組む事
業所認
証制度
の運用・
周知

（再掲）１－１－①

・男女共同参画の推進
に取り組む事業所を認
証する制度の周知を行
う。
・男女共同参画推進者
認証制度を利用する事
業所を１件増やす。

人権
推進
課

多様な主
体との協
働による
男女共同
参画の推
進体制強
化

推進項目 事業名 事業の目的・内容
担当
課

事業の実施状況 評価 課題・今後の方針実施計画
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